
日本福祉教育・ボランティア学習学会研究倫理規定 

 

（目的） 

第１条 本規定は、日本福祉教育・ボランティア学習学会（以下、「本学会」という）会員の研究にかか

わる遵守事項を定めることにより、人類の平和と福祉、持続的な発展に、学術面から貢献する本学会の社

会的責務を実現することを目的とする。 

 

（諸規程との関係） 

第２条 本規定の精神は、本規定及び本学会が編集・発行に責任を有する機関紙等の編集及び投稿、本学

会の全国大会、地方部会ブロック大会における発表等にかかわる諸規程を通して実現するものである。 

 

（会員の遵守事項） 

第３条 本学会会員は、研究の自由を前提とし、他者の人格、プライバシー、知的成果及び著作権を尊重

し、また情報提供者への説明責任を果たさなければならず、研究成果の改ざん・捏造・偽造・剽窃を行っ

てはならない。 

２．本規定の実現のために必要な詳細の事項は、ガイドラインによって示すものとする。 

 

（研究倫理委員会の設置） 

第４条 本学会は、本規定の目的を達成するため、理事会のもとに研究倫理委員会（以下「委員会」とい

う）を設ける。 

 

（研究倫理委員会の審議事項） 

第５条 委員会は、理事会の指示のもとに、研究倫理等に関わる以下の事項を協議する。 

１．本規定の適切な運用及び本規定の改正に関する事項。 

２．学会員の研究倫理向上に資する事業の企画・立案に関する事項。 

３．本学会の研究活動に伴って生起する研究倫理に関わる紛争の解決に関する事項。 

４．その他、必要とされる事項。 

 

（研究倫理委員会の構成） 

第６条 委員会は、理事会において選出された理事又は特任理事である３名の委員をもって構成する。 

２．理事会は、委員のうち１名を委員長に指名する。委員長は副委員長を指名し、副委員長は委員長に事

故があった場合にその職務を代理する。 

３．審議に際しては、必要に応じて理事以外の第三者を委員に加えることができる。 

 

（研究倫理委員会の運営） 

第７条 委員会は、理事会の指示を受け、委員長の招集によって開催される。 

２．委員会は、委員の３分の２の出席をもって成立する。 

３．委員会は、紛争の解決に当たる際は、当事者の意見をよく聞き、対話的に解決を図るよう努めなけれ

ばならない。 

４．委員会における議決は、参加者の過半数をもってなされる。 

５．委員会において審議した結果は、理事会に報告する。 

 

（告発と告発者の保護） 

第８条 



本規定に違反する疑いのある事案を告発する者（以下、「告発者」という）は、会長に対して書面によっ

て事案を提起するものとする。 

２．告発者に対しては、申し立てを理由とする不利益が生じないように十分な配慮を行う。 

 

（理事会における決定） 

第９条 理事会は、委員会の報告を受けて、研究倫理に関する紛争にかかわる審議を行い、出席理事の３

分の２以上の賛成をもって決定する。 

 

（不服申し立て） 

第１０条 

本規定に違反すると認定された対象者（以下、「被疑会員」という）は、理事会からの決定通知を受けて

から１か月以内に、会長に対して、決定に対する不服を申し立てることができる。 

２．被疑会員に対しては、申し立てを理由とする不利益が生じないように十分な配慮を行う。 

３．悪意のある虚偽の申し立てを行ったものに対しては、本学会として適切な措置を講じる。 

 

（規定の改廃） 

第１１条 

本規定は、総会の決議をもって改廃を行う。

 

附則 

1. 本規定は、2019年 11月 23日より施行する。 

 


